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第２回（通算５８回目）佐久市都市計画審議会 会議記録（要約） 

 

日 時：令和７年１月１５日（水） 

１４時００分から 

場 所：佐久消防署３階 講堂 

 

【審 議 会】 

１ 開  会 

  ２ あいさつ 

  ３ 議  事 

    （１）議事録署名委員の指名 

    （２）事務報告 

       ①傍聴者報告 

       ②前回（通算５７回目）議案の処理状況等報告 

    （３）議案審議 

       第一号議案 佐久都市計画下水道の変更（案）について 

 

≪事業課より説明後、質疑応答≫ 

（委員） 

 前回もお話させていただきましたけれども、10年くらい前にアヴェニュー区を回っているとき

に、合併浄化槽を下水につなげていただきたいと。区長さんによく対応していただいたんですけ

ど、移住されたばかりでどこにどうお願いしていいかわからないという中で、そういった形で接

続ができるということは大変喜ばしいことだと思っています。その事業費が約１億 6000万円強で、

令和 11年度に接続予定ということですけれど。これは入札で工事の方はやるということでよろし

いでしょうか。 

 

（事業課） 

はい。工事の方は入札で行う予定です。 

 

（委員） 

入札においても不落ですとか、人材不足ですとか、いろいろなところでそんなようなことが起

こっていますので、そういったことがないようにぜひ業者に応札していただいて、計画通りに進

んでほしいと思います。よろしくお願いします。 

 

（会長） 

 ほかにご意見はありますでしょうか。 

 

（委員） 

 何点かご質問申し上げます。アヴェニュー区の大型合併浄化槽は望月の善郷寺のような、いわ
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ゆるコミプラとは違うのでしょうか。 

 

（事業課） 

 アヴェニュー地区の大型合併浄化槽につきましては、開発業者が入れた大型合併浄化槽ですか

ら、アヴェニュー地区に管路を入れて、一番下流側の地区に汚水を集中させまして、一番下流側

に大型合併浄化槽があります。 

 

（委員） 

 善郷寺にあるコミプラとは違うのでしょうか。規模は大きいのか小さいのか。 

 

（事業課） 

 善郷寺と同じくらいです。 

 

（委員） 

 管渠が約 1.7 ㎞、1700ｍで、途中から県道三分中込線で城山小学校のところの公共下水道に接

続するということなんですけれども、マンホールポンプ１基の整備が必要ということですが、自

然流下というか、こう配があるような気がするが。１か所くらいポンプアップしないとこう配が

厳しいのでしょうか。 

 

（事業課） 

 マンホールポンプは、常和処理場のところが今までの既存の処理場の中で常和地区の一番下流

側、一番標高が低いところに処理場を設置してありますので、この処理場から一回ポンプアップ

して、あとは自然に流下していく。ポンプアップは常和処理場のほぼ跡地にありまして、ポンプ

アップして、どこで自然流下になるかまだ計画が立っていませんが、県道部分はだいたい自然流

下になる予定です。 

 

（委員） 

 常和農集の最終処理場は、後利用というのは農水省などと協議されているのでしょうか。防火

水槽とかいろいろな方式が、そこに限っては当然計画など。アヴェニュー地区については、土地

の所有はどういう風なのか。浄化槽とか、後利用とかどういう風に管理するかとか。 

 

（事業課） 

 常和地区におきましては、汚水のマンホールポンプができまして、マンホールポンプは電気で

稼働しますので、停電したときにいざという時の汚水の貯留槽として、マンホールポンプから今

まで使っていた常和処理場の槽を使いまして、汚水が溢れないための貯留槽として使う予定です。

アヴェニュー地区につきましては、土地は今のところ開発業者の持ち物で、その後の施設の後利

用というか維持管理は地区でやっていただく。その後、解体するのか貯留槽として使うのかは地

区の方で検討していただきます。 

 

（委員） 
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 分かりました。常和処理場は一番下にあって、ポンプアップをすると。緊急の時のということ

で空にしておいて、停電の時に汚水の貯留槽として使うと。農集は塚原常田から始まって、統合

していますけれども、それぞれの地区によって全然使わないところもありますから、そういった

ところは矢島の豆腐の加工工場にしてみたり、防火水槽にしてみたり。常和はそんな使い方をす

るんですね。よくわかりました。 

 

（会長） 

 よろしいでしょうか。ほかにご意見ご質問がありましたらお願いいたします。 

大丈夫そうでしょうか。それでは、ご意見もありませんので、第一号議案「佐久都市計画下水

道の変更（案）」について、佐久市都市計画審議会条例第５条第３項の規定に基づきまして、採決

いたします。計画案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

≪ 全委員挙手 ≫ 

 

（会長） 

 ありがとうございます。全会一致でございますので、第一号議案につきましては、計画案通り

進めるよう議決させていただきます。 

 

（４）その他 

  

（委員） 

 恐縮ですがお願いなんですけど、２年間都計審の委員をさせていただいて、前に何号委員とい

うリストを、今日はこの人が出席という紙が配られた記憶があるんですよね。先ほど口頭でお話

があったんですけど、例えば席を用意してある方は、出席というお返事があったのにいらっしゃ

らないということですか。前にも申し上げたのですが、公募委員さんなんかは自主的に応募され

ているのに出席率が低いという話があったりしたんですけど。ぜひ出席者名簿を配布していただ

きたいのと、逆に説明員の皆さんの、今日はどんな方がいらっしゃっているのか。今日は事務局

の都市計画課と所管課の下水道課がいらっしゃっていますけど、説明員の皆さんはどういう方が

いらっしゃっているのか。傍聴者の方は先ほど紹介があるようでしたが、どういう皆さんが来て

いるのか説明員側の席表を配布していただけるとありがたいと思います。過去に配られた記憶が

あったので、ぜひご対応いただければお願いしたい。 

 

（事務局） 

 ご提案ありがとうございます。次回からそのような形で対応させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 

４ 閉会 


